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１．概要 

この泉南市財務会計システム更新業務に係る公募型プロポーザル（以下「本プロポーザ
ル」という。）実施要領は、泉南市財務会計システム更新業務を発注するにあたり、複数
事業者からの提案内容を比較検討し、本市が示す条件に合致したシステムの事業者を選
定するためのものである。 

（１）業務名称 

泉南市財務会計システム更新業務（以下「本業務」という。） 
 

（２）業務の目的 
  本業務は、泉南市財務会計システムについて、 現行システムが更新時期を迎えること

から、最新のパッケージシステムへ移行し、電子決裁を含めた豊富な機能と容易な操作性
を有するシステムを導入することにより、職員が効率的かつ効果的に事務を実施するこ
とを目的とする。 

 

（３）募集方式 
  「（５） 参加資格」の条件を満たす事業者を対象とした公募型プロポーザル方式とする。 
 

（４）業務内容 
泉南市財務会計システム更新業務仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。ただし、

この仕様書は業務成果として求める最低限の仕様を標準として示すものであり、提案者
の独自提案の内容を制限するものではない。 

 

（５）参加資格 
本プロポーザルに参加する場合は、提案参加申込書提出時までに下記の要件を満たす

ものであること。参加者は、候補者決定までの間に、参加資格の要件を満たさなくなった
場合は、その参加資格を失うものとする。 

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定のいずれにも該当しな
いこと。 

② 泉南市建設工事等指名停止要綱（平成15年7月28日制定）に基づく指名停止を受け
ていないこと。なお、泉南市入札参加資格審査等に関する要綱（平成13年7月2日制
定）に基づく令和７年度入札参加資格がない者にあっては、同要綱の措置要件に該当
している事実がないこと。 

③ 泉南市暴力団等排除措置要綱（平成22年10月13日制定）に基づく入札参加除外の措
置を受けていないこと。 

④ 令和2年4月1日以降、国又は地方公共団体の発注による電子決裁機能を含むクラウ



2 

ド型の財務会計システムの導入について、元請として受注した実績を有すること。 
⑤ 公租公課の滞納がないこと。 
⑥ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。 
⑦ 民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされていないこと及びその開始が

決定されていないこと。 
⑧ 破産法（平成16年法律第75号）に基づき、破産手続き開始の申立てをしている者又は

開始の決定がされている者ではないこと。 
⑨ プライバシーマークの認定及び情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS）適

合性評価制度における認証を取得しており、適切に更新がなされていること。  
 

（６）提案上限価格 

上限価格 54,604,000円（消費税及び地方消費税含む） 

（内訳） 

① システム構築業務 22,198,000円 

② システム利用及び運用保守業務 32,406,000円 

（令和８年10月から60か月） 
 
①・②ともに、各提案上限価格内訳を超える提案を行った場合は失格とする。 
※①及び②の金額には、消費税及び地方消費税を含む。 
※個別カスタマイズが必要な場合は、カスタマイズに係る費用も含むこと。 
 
提示された見積金額は、選定上の価格評価に使用する。 
また、契約に必要となる正式な見積書は、事業者選定後に改めて提出を依頼することと
する。 
 

（７）契約期間及び支払方法 

① システム構築業務 

【契約期間】 契約締結日から令和9年3月31日まで 

業務完了後、一括で支払う。（ただし、予算編成機能については令和８年９月末 

に部分検収及び部分引き渡しを行う） 

② システム利用及び運用保守業務 

【契約期間】令和8年10月1日から令和13年9月30日まで 

月末締め、翌月支払い、毎月払い 

 なお、①・②の業務については、それぞれ別契約とする。 
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２．プロポーザルの実施スケジュール 

本プロポーザルの審査は、次表のとおり実施する。 
 

 ※スケジュールは現時点の予定であり、変更になる場合は別途通知します。 

 

３．参加意思表明 

（１）参加申込書の提出 
本プロポーザルへの参加の意思がある者は、次の提出書類を期限までに提出するもの

とする。提出期限後の参加申込書は、一切認めない。 
なお、参加申込後、参加を辞退する場合には、速やかに辞退届（様式９）を提出するこ

と。 

①  提出書類 

1）様式1 提案参加申込書 

2）様式2 誓約書 

3）様式3 業務実績調書 

4）プライバシーマーク登録証の写し及び情報セキュリティーマネジメントシステム 

（ＩＳＭＳ）の登録証明書の写し 

5）様式4 暴力団等排除に関する誓約書 

6）様式5 委任状 ※本社以外で取引を希望する場合 

7）様式6 使用印鑑届 

8）印鑑証明（写し、申請日以前で３か月以内のもの） 

9）履歴事項全部証明書（写し、申請日以前で３か月以内のもの） 

10）法人税並びに消費税納税証明書（様式その３の３） 

 No 項 目 期 限 等
 1 公募の開始 令和8年1月14日（水）
 2 提案参加申込書提出 令和8年1月22日（木）17時まで
 

3 参加資格確認結果の通知 令和8年1月26日（月）まで
 

4 質問の受付
令和8年1月26日（月）から 
令和8年1月29日（木）17時まで

 
5 質問に対する回答 令和8年2月5日（木）

 6 企画提案書類提出 令和8年2月13日（金）17時まで
 7 プレゼンテーション 令和8年2月19日（木）
 8 審査結果通知書発送 令和8年2月下旬
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11）損益計算書及び賃借対照表 ※最新のもの 

※ 5）～ 11）は泉南市入札参加資格審査等に関する要綱に基づく令和7年度入札参加

資格がある者は省略可。  

② 提出期限  令和8年1月22日（木）17時（必着） 

③ 提出部数  各1部 

④ 提出先   泉南市行政経営部デジタル推進課 

⑤ 提出方法  持参（受付時間は9時から17時まで、土日は受け付けない）、郵送・宅配

便のいずれかとする。ただし、郵送・宅配便により提出する場合には、記録の残る方

法により送付するとともに、書類の到達を「④ 提出先」に電子メールや電話で確認す

ること。なお、郵便・宅配便により提出する場合は、期限内必着とする。 
 

（２）参加資格確認結果の通知 

令和8年1月26日（月）までに提案参加申込書提出者全員へ、電子メールで通知する。 

参加資格を有しないとの通知を受け取った申込者は、書面（様式は問わない）により、

不適合の理由について説明を求めることができる。その場合は、令和8年2月2日（月）17

時までに必着とすること（書留等記録が残る方法に限る）。その回答は書面にて通知する。 

参加資格が認められた者は、質問及び企画提案書等を提出することができる。 
 

４．企画提案書類 

（１）提出書類 

① 提出書類 

１）提案提出書（様式7） 

２）企画提案書（任意様式） 

３）機能要件書（別紙2） 

４）価格提案書（別紙3） 

② 提出期限 令和8年2月13日（金）17時（必着） 

   ※参加が認められた者以外からの提案は受け付けない。 

③ 提出部数  

 １）提案提出書：正本１部 

 ２）企画提案書：正本１部、副本８部（電子データも併せて提出） 

 ３）機能要件書：正本１部、副本８部（電子データも併せて提出） 

 ４）価格提案書：正本１部、副本８部（電子データも併せて提出） 
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④ 留意事項 副本には印を押さず、本文中に会社名及び会社名を類推できる表現を記

載しないこと。 

⑤ 提出先  泉南市行政経営部デジタル推進課 

⑥ 提出方法 持参（受付時間は9時から17時まで、土日祝日は受け付けない）、郵送・

宅配便のいずれかとする。ただし、郵送・宅配便により提出する場合には、記録の

残る方法により送付するとともに、書類の到達を「⑤ 提出先」に電話で確認するこ

と。なお、郵送・宅配便による提出の場合は、期限内必着とする。副本の電子デー

タについては、電子メール又は記録媒体（CD-R 又は DVD-R）での提出とする。 
 

（２）企画提案書作成要領 

① 公平かつ公正な方法で内容比較を行うため、別紙１「泉南市財務会計システム更新

業務に係る公募型プロポーザル提案書作成要領」の項目順序に従い作成し、記載にあ

たっては、留意事項及び基本事項を参照すること。 

② 企画提案書の記述にあたっては、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、

分かりやすい内容とすること。  

③ 企画提案書は任意様式とし、日本工業規格Ａ4ヨコ型、両面印刷にて作成すること。 

④ ページ数は、50ページ以内で作成すること。（表紙と目次はページ数に含めない。） 

なお、図面等補足資料でＡ3用紙を使用する場合は、Ａ4版に織り込むようにし、1ペ

ージとしてカウントすること。 

⑤ 各ページには、ページ番号を記載すること。 

⑥ 図面等を除き、文字の大きさは、10.5ポイント以上とすること。 

⑦ 記憶媒体に保存するファイル形式は、「機能要件書」を除きPDF形式とする。 

 

（３）提案見積書作成要領 

① 別紙3「価格提案書」を使用すること。 

② 提案価格は、日本円、消費税込みで表記すること。 

③ 提案価格は、システム構築に係る経費、システム利用及び運用保守に係る経費（令

和8年10月1日から令和13年9月30日まで）の総額を記載すること。 

④ 別紙3「価格提案書」に別添する資料にて、提案価格の内訳を示すこと。(様式は問

わない) 

⑤ 本市が提示した別紙2「機能要件書」に記載されている機能について、標準機能では対

応が困難であり、カスタマイズが必要となる場合、その費用を提案価格に含めること。 
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⑥ 記憶媒体に保存するファイル形式は、PDF形式とする。 
 

（４）機能要件書作成要領 

対応可否欄に、次の区分に応じ記号を記入すること。 

記憶媒体に保存するファイル形式は、 Microsoft Excel で編集可能な形式とする。 

〇：標準機能で対応できる 

△：標準機能による代替運用が提案できる又はカスタマイズにより対応できる（※１） 

×：対応できない 

なお、必須機能項目に「〇」又は「△」が記入されていない場合は、失格とする。 

※１ 対応可否欄に「△」を記載する場合、備考欄に代替運用の方法又はカスタマ

イズの内容及びカスタマイズ費用について記載すること。  
 

５．質問及び回答 

（１）質問の提出 

本プロポーザル実施要領や仕様書等に関して疑義がある場合は、様式8「質問書」を作

成し、以下のとおり電子メールにて送付すること。 

※参加が認められた者以外からの質問は受け付けない。 

① 提出期限  令和8年1月29日（木）17時必着 

② 提出方法  電子メールにて送付するものとする。 

※件名を『【財務会計プロポーザル質問書】社名』とすること。 

※必ず電話で受信確認を行うこと。 

③ 提出先   泉南市行政経営部デジタル推進課（digital@city.sennan.lg.jp） 

④ 提出様式  様式8「質問書」 
 

（２）質問の回答 

質問の回答は、各者からの質問事項をすべて取りまとめ、令和8年2月5日（木）までに

参加事業者に電子メールにて回答するものとする。なお、質問及び回答の内容は泉南市ウ

ェブサイトにて公表する。 

※質問に対する回答は、本プロポーザル実施要領及び仕様書等の追加又は修正事項と

みなす。 
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６．プレゼンテーションの実施 

（１）実施内容  

提案事業者は、企画提案内容のプレゼンテーション及び本業務の調達システムのデ

モンストレーションを実施する。  

① 場   所  泉南市役所  

② 実施日時  令和8年2月19日（木） 

※ 実施日時の詳細は、別途通知する。 

※ スケジュールは現時点の予定であり、変更になる場合は別途通知します。 

③ 実施時間  プレゼンテーション・デモンストレーション40分 

質疑応答 15分 

  ④ 留意事項 

   ・ プレゼンテーションの参加人数は、プレゼンテーションを行う者1名、その他補助

するもの3名以内の計4名以内とする。Webからの参加は認めない。 

・ プレゼンテーションの内容は、事前に提出した企画提案書の内容と相違しないよ

う留意すること。 

・ 機能要件書で「△」と回答した項目は代替運用の場合、デモンストレーションを

行うこと。 

・ 質疑の際に選定委員が追加のデモンストレーションを求めた場合は、実施すること。 

・ 会場及びプロジェクター、HDMIケーブル、スクリーン及びマイク・スピーカー

等の音響設備は本市が準備するものとし、説明用ＰＣは提案事業者にて準備する

こと。  

・ 会場内での写真撮影、録画、録音は禁止する。 

 

（２）審査項目 

  審査は、各審査基準項目ごとに実施する。それぞれの配点は、次のとおりとし、合計評

価点数（500点満点）の最も得点の高い提案事業者を優先交渉権者として選定する。 

 
 

№ 審査基準項目 配点

 
１ 企画提案評価 325 点

 
２ 機能要件評価 100 点
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  ※ 企画提案評価は、別紙4「泉南市財務会計システム更新業務に係る公募型プロポー 

ザル提案審査評価基準」に基づき、選定委員が審査し、 採点を行い、選定委員全員    

の平均点を企画提案評価点とする。（小数点以下第2位を四捨五入する。） 

※ 価格評価は、提案事業者のうち最低価格（見積り）を提示したものを第1位とし価 

格評価点75点を付与する。その他の価格点は最低価格と当該提案者の見積金額と 

の比率を用いた次式により算出する。 

価格評価点＝75点×（最低価格÷当該提案者の見積金額） 

       （小数点以下第2位を四捨五入する。） 
 

７．選定 

（１）選定方法 

本業務の選定は、泉南市財務会計システム更新業務に係る公募型プロポーザル選定委

員会（以下「選定委員会」という。）により行う。選定委員会の事務局は、行政経営部デ

ジタル推進課があたる。 

選定委員会は、総合得点（500点満点）の最も得点の高い提案事業者を優先交渉権者と

して選定する。 

企画提案評価点及び機能要件評価点の合計評価点数425点満点に対し、その6割である

255点を最低基準点とし、最低基準点を満たさない場合は優先交渉権者及び次点者に選定

しない。 

なお、採点の方法や内容についての問い合わせには一切応じない。また選定委員会の審

議は、非公開とする。 

優先交渉権者が契約を締結できない何らかの事由が生じた場合、次順位以下となった

提案事業者のうち、合計評価点数が上位であった者から順に、契約の締結についての交渉

を行うものとする。 

 

（２）評価基準 

提案の評価については、別紙4「泉南市財務会計システム更新業務に係る公募型プロポ

ーザル提案審査評価基準」に基づき、提出された企画提案書等の内容を審査し、価格を含

め最も優れた提案を行った事業者を優先交渉権者として選定する。  

 
３ 価格評価  75 点

 
合計 500 点
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（３）審査結果の通知 

審査結果については、令和8年2月下旬に「審査結果通知」を電子メールにて提案者全員

に送付する。 

なお、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

優先交渉権者として選定されなかった提案事業者は、審査結果通知日から１週間以内

に書面（様式は問わない）により、非選定の理由について説明を求めることができる。そ

の回答については、書面が到着して、2週間以内に書面により通知する。 

 

（４）選定結果の公表 

① 泉南市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン（平成27年6月10日施行）に従

い、選定後、次の各号に掲げる事項を公表する。 

ア 選定事業者（優先交渉権者）名並びに提案金額及び評価点 

イ 全提案事業者の名称（申込順） 

ウ 全提案事業者の評価点および提案金額 

（得点順：優先交渉権者以外の事業者名は記号表示） 

エ その他必要な事項 

※ただし、提案事業者が2者の場合は、ウは公表しません。 

② 選定結果に関する情報については、泉南市ウェブサイトにおいて公表する。

（https://www.city.sennan.lg.jp/） 

  ③ 審査経過及び審査内容については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57

号）等関連規定に基づき不開示とする。また、審査結果に対する問い合わせには一切応

じない。 

 

８．提案事業者の失格  

提案事業者又はその提出した企画提案書等の内容が次のいずれかに該当する場合は、当

該提案者を失格とする。 

① 本プロポーザル実施要領等に示された条件に適合しない場合 

② 企画提案書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

③ 企画提案書等に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

④ 虚偽の内容が記載されている場合 

⑤ 審査の公平を害する行為や信義に反する行為があった場合 
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⑥ 失格に相当する事由があると市長が認めた場合 

 

９．契約の締結 

優先交渉権者と行政経営部デジタル推進課間で、必要に応じて事業内容について協議し、

契約を締結するための仕様内容の調整を行う。契約締結は、令和8年3月とする。 

優先交渉権者が契約までの間に失格事項が判明した場合及び辞退した場合は、次点の者

を優先交渉権者とし契約締結の交渉を行う。 

また、契約は以下の条件で行うものとする。 

① 本業務委託の全てを再委託することは一切認めない。ただし、企画提案書の項目にお

いて、役割が明確に示されている場合及び必要により一部を再委託する場合は、あらか

じめ本市と協議の上、本市に書面の届出を行い、同意を得るものとし、再委託先の行っ

た行為の結果については、受託者が全責任を負うこと。 

② 本業務の受託者は、泉南市財務規則（昭和59年泉南市規則第4号）第125条の規定に基

づき、契約を締結する日までに、契約金額の100分の10に相当する額を納付するものと

する。 

ただし、同規則第127条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部

を免除することができる。 

③ 契約保証金については、システム構築業務並びにシステム利用及び運用保守業務の

契約ごとに納付するものとする。なお、契約保証金の納付免除の規定に該当する場合で

あっても、契約ごとに免除の手続を行うものとする。 

 

１０．その他の留意事項 

本事業における注意事項を以下に示す。  

①  提案事業者は、複数の提案を行うことはできない。また、提案事業者間において、

資本あるいは人的関係がないこと。  

② 本プロポーザルに参加する費用は、すべて提案事業者の負担とする。  

③ 提出書類の著作権は、当該書類を提出した提案事業者に帰属する。なお、提出書類

は、優先交渉権者選定を行う作業に必要な範囲において、複製をすることがある。  

④ 提出された書類は、一切返却しない。  

⑤ 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  なお、本市の指名登録を有する者が以下のウ、ク～コ、シに該当する行為があった

ときは入札に準じて指名停止措置を講じるものとする。 
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ア 本案件期間中に「1.（5）参加資格」に抵触するに至った場合 

イ 提案上限額を超える提案を行った場合 

ウ 提出書類一式に虚偽の記載をした場合 

 エ 提出方法、提出先及び提出期限等に適合しない場合 

 オ 記載すべき事項の全部、又は一部が記載されていない場合 

 カ 一事業者で複数の提案をした場合 

 キ その他本プロポーザル実施要領等の条件に一致しない企画提案の場合 

 ク 提案に関して談合等の不正行為があった場合 

 ケ 選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

 コ 優先交渉権者選定終了までの間に、他の提案事業者に対して応募提案の内容を意

図的に開示した場合 

 サ プレゼンテーションを欠席した場合 

シ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

⑥ 企画提案書に記載された内容は、特に明記がない場合は契約後に追加費用を伴わず

実施する意向があるものとする。 

 

１１．連絡先/問合せ先 

 プロポーザルに関する問い合わせは、以下のとおりとする。  

 〒590-0592 

大阪府泉南市樽井一丁目１番１号  

泉南市 行政経営部 デジタル推進課  

ＴEL  072-429-9092（直通）  

e-mail digital@city.sennan.lg.jp


